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「こども誰でも通園制度」は、全ての子育て世帯に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわ
らない形での支援を目的に、就労要件を問わず、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園制度です。
本制度を利用するためには、あらかじめ町による認定が必要となりますので、ご利用を希望される
方は、子育て支援課窓口にて手続きをお願いいたします。
なお、本制度の該当となる世帯には子育て支援課より事前に通知を送付しております。

１ 利用対象者 越生町に住民登録があり、保育所等に通っていない生後 6か月から満 3歳未満の
こども
※令和 8年 4月 1日時点で、生後 6か月未満の場合は、6か月経過後に利用可能
です。

２ 利 用 料 1 時間あたり 300円
※世帯状況により減免制度あり

３ 利用可能時間 こども 1人あたり月 10時間まで
※各月の上限であり、未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできませ
ん。

４ 実 施 施 設 2 歳から満 3歳未満まで
生後 6か月から満 3歳未満まで

越生みどり幼稚園
越生保育園

※制度の詳細は下記よりご確認ください。

こども家庭庁HP

子育て支援課 こども担当 内線 161・162

【令和8年4月1日から】こども誰でも通園制度が始まりました！

〇こども食堂 奏 5月 10日（日）11時 30分～14時 梅凛カフェ
事前申込み・問い合わせ 電話 090－7186－9068（嶌田さん）

※運営のお手伝い（ボランティア）や食材等の寄付も随時受け付けています。
子育て支援課または各こども食堂へお問い合わせください。

子育て支援課 こども担当 内線 161

今月のこども食堂
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減免の級別（障がいの程度）

戦傷病者手帳（身体障害者
手帳の交付がない場合）

特別項症～第 4項症

特別項症～第 2項症（こう
頭が摘出された場合に限る

特別項症～第 3項症

特別項症～第 6項症、第 1
款症～第 3款症

特別項症～第 3項症

特別項症～第 3項症

身体障害者手帳

1級～3級、4級の1
（4級のうち視力の
良い方の眼の視力が
0.08～0.1）

2級、3級

3級

3級（こう頭が摘出
された場合に限る）

1級、2級

1級～6級

1級～3級、5級

1級、2級

1級～6級

1級、3級

1級～3級

障がい区分

視覚

聴覚

平衡機能

音声機能または言語機能

上肢

下肢

体幹

上肢

移動

心臓機能、じん臓機能、呼
吸器機能

ぼうこうまたは直腸機
能、小腸機能

ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能

肝臓機能

乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能

療育手帳Ⓐ・Ａ

精神障害者保健福
祉手帳 1級（自立
支援医療費受給者
証等により、通院
の事実が確認でき
る場合に限る）

知的障がい

精神障がい

身体、知的、精神に障がいのある方の経済的な負担を軽くするために
身体障がい者等に対する軽自動車税の減免について

申請方法 軽自動車税納税通知書（5月上旬送
達）が届いたら、5月 25日（月）ま
でに税務課窓口で申請。
※申請は毎年度行う必要があります。

持 ち 物 ○納税通知書
○減免を受ける軽自動車を運転する
方の免許証
○障害者手帳等

※精神障害者保健福祉手帳を持参する方は、自
立支援医療受給者証も持参してください。

ご 注 意
申請期限を過ぎた場合、または、申請前に納

付された場合は、減免できませんのであらかじ
めご了承ください。

※半身不随のような合併症の
場合は、障がい区分ごとに
判断します。例えば障がい
名が「左上下肢機能の身体
障害 6級」であっても、こ
れを個別に判断すると上肢
7級・下肢 7級となる場合
は減免対象外となります。

税務課 課税担当
内線 135

2．知的障がい・精神障がい

対 象 次の①～③全てに該当する方（身体
障がい者等 1人につき 1台）

①身体障がい者等本人、または生計を一にする
方が所有する軽自動車（自家用）であること

②身体障がい者等本人、または生計を一にする
方が専ら障がい者のために運転していること
（世帯全員が身体障がい者等の方の場合は、常
時介護する方が運転していること）

③障がいの程度が下表1または2のいずれかに
あてはまること

※車体が身体障がい者等のための特殊構造で、
専ら身体障がい者等の利用に供するための軽
自動車も減免対象となります。

※自動車税（県税）の減免を受けた方は対象外
となります（軽自動車税で減免を受けた方は、
自動車税が対象外となります）。

1．身体障がい・戦傷病

292-3121　 292-5400　 webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！
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